
2026/3/3現在

本教材に誤植がございました。学習に際し、大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
下記をご確認、訂正の上お使いくださいますようお願い申し上げます。

★2026/3/3更新

誤 正

P.81 ・・Ｃが177条にいう・・・ ・・Ｃが117条にいう・・・

P.139
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の
効力を有するものによって確定した権利につ
いても、同様とする。

削除

P324 抵当者は・・・ 抵当権者は・・・

P543 ・・売主が手付を放棄して・・ ・・買主が手付を放棄して・・

P.555 （同条２項） （563条2項）

民法問題集・（02-MP24)【正誤表】

箇　所

【NO.40】解答・解説
選択肢ウの４行目

【NO.69】NO.69 解答・解説
選択肢ウの３～５行目

【NO.277】 解答・解説
選択肢イの８行目

【NO.271】解答・解説
選択肢４の５行目

【NO.162】問題
選択肢ウの１行目
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